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１．就業規則第４２条（懲戒）に該当する事項が発生したとき、当該院所長は　直ちにその状況を人事部長に報告しなければならない。
２．人事部長は理事長にその旨報告する。
３．理事長は人事部長、当該院所事務長を含めた３名の懲罰委員を任命する。
４．懲罰委員会の責任者は人事部長とする。
５．懲罰委員会は当人の弁明を聞くとともに、その者の直接の上司の意見を聞かなければならない。
６．懲罰委員会は上記の弁明・意見を勘案し、就業規則、労働協約の条項にてらし、判断基準を理事長、当該院所長に報告する。
７．当該院所長は懲罰委員会の報告についての自己の意見を理事長に提出する。
８．処分案については理事長の決するところとする。
９．懲罰委員会は労働協約第29条に定める賞罰委員会の委員となる。
10. 疑義のあるときは理事長の決するところとする。
11. この規定の改廃は理事長が行う。
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